
財 産 目 録

令和 4 年 1 月 31 日現在（決算）

法人名：公益財団法人 千賀法曹育英会

事業名：事業全体 （単位： 円）

貸 借 対 照 表 科 目 場 所 ・ 物 量 等 使 用 目 的 等 金 額

（ 流 動 資 産 ）

現 金 運転資金として使用 1,900

奨 学 金 普 通 預 金 三井住友銀行 奨学金事業用運転資金として使用 15,425,988

収 益 事 業 普 通 預 金 日比谷支店 収益事業用運転資金として使用 683,658

未 収 金 収益事業に係る未収賃料 1,830,452

前 払 費 用 収益事業の用に供されている不動産 416,378

に係る翌年度分の管理費等

流 動 資 産 合 計 18,358,376

（ 固 定 資 産 ）

基 本 財 産

土 地 港区新橋6-5-4 公益目的保有財産 97,500,000

他4物件 収益事業の用に供している

投 資 有 価 証 券 ㈱虎ノ門共同事務所 公益目的保有財産 1,450,000

株式 29株 運用益を公益事業の財源として使用

㈱虎ノ門法曹ビル 公益目的保有財産 177,330,483

株式 1,657株 運用益を公益事業の財源として使用

建 物 港区新橋6-5-4 公益目的保有財産 23,677,501

他4物件 収益事業の用に供している

特 定 資 産

預り保証金積立資産 三井住友銀行 収益事業に係る積立資産 5,540,196

日比谷支店 賃借人の退去時に返還すべき保証金

の原資として積立管理されている

減 価 償 却 引 当 資 産 三井住友銀行 収益事業に係る積立資産 4,895,000

日比谷支店 将来の大規模修繕等に対応するため

に積立管理されている

奨 学 貸 付 金 公益目的保有財産 278,250,000

貸与奨学金として使用

そ の 他 固 定 資 産

什 器 備 品 港区新橋6-5-4 他 収益事業の用に供している 1,823,717

長 期 前 払 費 用 前払ＨＰ保守料 1,650

前払火災保険料 シャトレ市ヶ谷分 6,526

前払火災保険料 ソシアル道玄坂分 12,965

固 定 資 産 合 計 590,488,038

資 産 合 計 608,846,414

（ 流 動 負 債 ）

未 払 消 費 税 等 873,700

未 払 法 人 税 等 70,000

流 動 負 債 合 計 943,700

（ 固 定 負 債 ）

受 入 保 証 金 収益事業に係る賃借人から受け入れ 10,130,696

ている保証金

固 定 負 債 合 計 10,130,696

負 債 合 計 11,074,396

正 味 財 産 597,772,018


